
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和高田市「設置する学校に係る部活動の方針」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月 

大和高田市教育委員会 

 



１ 本方針策定の趣旨等について 

部活動の意義 

部活動の意義については、以下の3点が考えられる。 

○学校の部活動は、学校教育の一環として、スポーツや芸術文化等に関心を持つ

同好の生徒が教員等の指導の下に自発的・自主的にスポーツや文化活動を行うも

のであり、より高い水準の記録や技能の習得に挑戦する中で、スポーツや文化活

動の楽しさや喜びを味わい、学校生活に豊かさをもたらす意義を有している。 

 

○部活動は生徒が授業で体験し、興味・関心を持った事柄を更に深く体験できる

とともに、授業等で習得した技能等を発展・充実させることができるものである。

また、部活動での成果を授業で生かし、他の生徒にも広めていくこともできるも

のである。 

 

○部活動は、自主的に自分の好きな分野での活動に参加することにより、スポー

ツや文化活動に生涯親しむ能力や態度を育てる効果を有しており、あわせて、体

力の向上や健康の増進を一層図るものである。その上、生徒の自主性、協調性、

責任感、連帯感などを育成し、仲間や教員（顧問）等と密接に触れ合う場として

大きな意義を有するものである。 

 

このように、部活動は生徒のスポーツや文化活動と人間形成を支援するもので

あることはもとより、その適切な運営は、生徒の明るい学校生活を一層保障する

とともに、生徒や保護者の学校への信頼をより高め、さらには学校の一体感の醸

成にもつながるものである。 

 

 

大和高田市「設置する学校に係る部活動の方針」の策定 

本市では、奈良県及び奈良県教育委員会が策定した「奈良県部活動の在り方に

関する方針」を踏まえ、本市生徒の健やかな成長を図り、部活動を持続可能なも

のとするために教員の負担軽減を図りながらも、生徒・地域・部活動の種類に応

じた多様な形で最適に実施されることを目指し、部活動がより一層有意義な活動

となるための指針として、学校の部活動を対象とし、「設置する学校に係る部活

動の方針」を策定する。 

 



２ 適切な運営のための体制整備に向けて 

部活動の活動方針の策定等 

○校長は、大和高田市教育委員会の「設置する学校に係る部活動の方針」に則り、

毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。部顧問は、年間の活動計

画（参加予定大会日程、練習試合予定及び休養日等）並びに毎月の活動計画及び

活動実績（活動日時・場所、活動内容及び休養日等）を作成し、校長に提出する。 

 

○校長は、自校の活動方針及び活動計画等を学校のホームページへの掲載等によ

り公表する。 

 

指導・運営に係る体制の構築 

○指導内容の充実、生徒の安全確保、教員等の長時間勤務の解消等の観点から円

滑に部活動を実施できるよう、適正な数の運動部・文化部を設置する。 

○各校の実態に応じて、部活動指導員を積極的に任用する。 

○生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる運動部及び文化部の設置を

推進する。 

○少人数部活動に対して合同部活動等の取組を推進する。 

○生徒や部顧問の負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査

する。 

 

３ 実際の活動における効果的、計画的な指導に向けて 

適切な活動時間・休養日等の設定 

○活動時間 

・平日は２時間程度とする。 

・学校の休業日は３時間程度とする（長期休業を含む）。 

ただし、高等学校段階では、各学校において中学校教育の基礎の上に、心身

の発達及び進路に応じて、多様な教育が行われている点に留意することが必要

であることから、学校や地域の状況、生徒の発達段階、生徒の多様なニーズ等

に応じ、学校長の許可を得て活動時間を設定することもできる。 

その際は、生徒・保護者に十分な理解を得るとともに、合理的でかつ効率的・

効果的な活動となるよう計画を立てること。 



○休養日 

・学期中は、原則、週当たり２日以上の休養日を設けることとする。また、平日

は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下「週末」とする。）は少なくとも１

日以上を休養日とし、週末に大会等に参加した場合は、他の日に振り替える。 

・長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分

な休養をとることができるとともに、部活動以外にも多様な活動ができるよう、

ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

 

※なお、休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた

工夫として、定期試験前後の一定期間等、学校全体での部活動休養日を設けるこ

とや、季節や時期に応じた適切な「最終下校時刻」を設定すること等が挙げられ

る。 

 

安全管理・体罰等の根絶 

・校長及び部活動顧問等は、部活動の指導に当たっては、生徒の心身の健康管

理、事故防止を徹底しなければならない。そのためには、部活動顧問等は生徒の

活動に立ち会い、直接指導することを原則とする。また、活動中だけでなく、活

動の前後にも生徒の様子を丁寧に観察し、健康状態の把握に努める。さらには、

トレーニング効果を得るためには休養を適切にとることが必要であることや、過

度の練習が体力・運動能力の向上には必ずしもつながらないこと等を正しく理解

し、生徒一人一人の心と体の状態に応じた指導を心がける。 

・定期的に施設・設備等の安全点検を実施し、破損等があれば使用中止、補修な

どの措置を速やかにとる。また、生徒に対して使用方法等についての指導を徹底

し、安全に活動できるようにする。 

・高温下での活動や急激な天候変化については、適切で迅速な判断が下せるよう

マニュアルを作成するなどし、熱中症などの事故防止に努める。 

・「体罰・不適切な行為（ハラスメント等）は重大な人権侵害であり、絶対に許

されない行為である。それらは、教育的な効果がない行為であり、教職員や学校

に対する信頼を著しく失墜させ、生徒が安心して安全に学校生活を送る権利を奪

うものである。」という認識のもと、学校全体で体罰・不適切な行為等の根絶に

向けた取組を推進する。 

 

 

 



 

  

 

『運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』 

＜平成３０年３月 スポーツ庁＞ 

   （http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/toushin/__icsFil 

es/afieldfile/2018/03/19/1402624_1.pdf） 

 

『文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』 

＜平成３０年１２月 文化庁＞ 

（http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/bunkakat

sudo_guideline/h30_1227/pdf/r1412126_01.pdf） 

 

『運動部活動での指導のガイドライン』 

＜平成２５年５月 文部科学省＞ 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2013/

05/27/13355291.pdf） 

 

『信頼される教職員であり続けるために』 

＜平成２６年３月 奈良県教育委員会＞ 

（http://www.pref.nara.jp/secure/63511/taibatu%20sassi.pdf） 

 

『学校管理下における体育・スポーツ活動中の事故を防止するために』 

＜平成２９年３月 奈良県教育委員会＞ 

（http://www.pref.nara.jp/secure/178179/1.pdf） 

（http://www.pref.nara.jp/secure/178179/2.pdf） 

（http://www.pref.nara.jp/secure/178179/3.pdf） 

（http://www.pref.nara.jp/secure/178179/4.pdf） 

（http://www.pref.nara.jp/secure/178179/5.pdf） 

（http://www.pref.nara.jp/secure/178179/6.pdf） 

   （http://www.pref.nara.jp/item/178179.htm） 
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